
 

 

電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の 

特例に関する法律施行規則の一部を改正する省令要旨 

 

１ 国税関係書類に係るスキャナ保存のタイムスタンプ要件について、付与期間内に

その国税関係書類に係る電磁的記録の記録事項に総務大臣が認定する時刻認証業

務に係るタイムスタンプ（現行：一般財団法人日本データ通信協会が認定する業

務に係るタイムスタンプ）を付すこととする。（第２条関係） 

 

２ この省令は、令和４年４月１日から施行することとする。（附則第１条関係） 


